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会 長 蓮 澤 浩 明 
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労働者災害補償保険における意見書等の費用の一部改正について 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、標記につきましては、昭和 45 年５月 27 日付け基発第 414 号「労働者

災害補償保険法第 47 条の２の規定による受診命令の取扱いについて」（最終改

正：平成８年７月 24日付け基発第 479号）等、各種通達により取り扱われてき

たところです。 

今般、厚生労働省において、「障害（補償）等給付に係る診断書様式等に関す

る検討会」の議論を踏まえ、意見書等の費用が別添のとおり改正されるとともに、

本年６月１日以降の診療に適用されることとなった旨、福岡労働局を通じて本

会に対して通知がありました。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、

貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。 

なお、本件につきましては、本会ホームページに掲載いたしますことを申し添

えます。 

 

 

 

 

 

 

 本会ホームページ 

【ホーム>医師の皆様>医療保険（労災・自賠医療を含む）>労災・自賠医療】 

https://www.fukuoka.med.or.jp/doctors/hoken/_10837.html 
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